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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
電
気
事
業
再
編
成
に
よ
る
労
働
條
件
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
迭
付

す
る
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三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
電
気
事
業
再
編
成
に
よ
る
労
働
條
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

今
回
の
電
気
事
業
再
編
成
令
に
よ
り
日
本
発
送
電
株
式
会
社
及
び
配
電
会
社
は
、
明
年
十
月
一
日
ま
で
に
新
た
に
全
国
九

地
区
に
発
送
、
配
電
一
貫
経
営
の
新
会
社
を
設
立
し
、
各
社
は
解
散
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
従
業
員
に
つ
い
て
は
そ
れ

ぞ
れ
新
会
社
に
引
継
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
の
引
継
條
件
は
、
日
本
発
送
電
及
び
各
配
電
会
社
の
従
業
員
は
同
一
の
労
働

條
件
の
も
と
に
あ
る
こ
と
に
も
か
ん
が
み
、
当
然
に
引
継
時
の
條
件
で
新
会
社
に
承
継
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

な
お
、
新
会
社
設
立
後
の
労
働
條
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
は
独
立
採
算
制
の
原
則
に
基
い
て
経
営
せ
ら
れ
る

関
係
上
、
企
業
能
率
の
い
か
ん
に
よ
つ
て
労
働
條
件
が
決
定
せ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




